
 

 
 

 
 

 

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

  
森
林
は
、
国
土
の
保
全
、
水
源
の
涵
養
、
二
酸
化
炭
素
の
吸
収
に
よ
る
地
球
温
暖
化
の
防
止
等
の
多
面
的
機
能
を
有
し
て
お

り
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
持
続
的
な
発
揮
を
確
保
す
る
上
で
、
適
正
な
森
林
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。 

 

ま
た
、
パ
リ
協
定
に
基
づ
く
我
が
国
の
森
林
吸
収
量
目
標
の
達
成
や
二
千
五
十
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
の
実
現
の
た
め

に
も
、
引
き
続
き
、
間
伐
や
再
造
林
等
の
森
林
整
備
を
通
じ
て
、
森
林
吸
収
量
の
最
大
化
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要

で
あ
る
。 

 

よ
っ
て
政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
の
実
現
に
万
全
を
期
す
べ
き
で
あ
る
。 

一 

再
造
林
を
は
じ
め
、
間
伐
等
の
森
林
施
業
に
よ
る
森
林
吸
収
源
対
策
を
着
実
に
進
め
る
た
め
、
森
林
整
備
事
業
に
係
る
予

算
の
確
保
及
び
支
援
措
置
を
拡
充
す
る
こ
と
。 

二 

特
定
母
樹
の
増
殖
に
当
た
っ
て
は
、
遺
伝
的
多
様
性
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
。
ま
た
、
増
殖
し
た
特
定
母
樹
か
ら
採
取
さ

れ
る
種
穂
の
配
布
に
当
た
っ
て
は
、
地
域
の
苗
木
生
産
者
が
広
く
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。 

三 

再
造
林
に
当
た
っ
て
は
、
適
地
適
木
を
原
則
と
す
る
こ
と
。
ま
た
、
特
定
苗
木
を
用
い
た
植
栽
に
つ
い
て
は
、
地
域
の
実

情
も
踏
ま
え
つ
つ
、
区
域
指
定
や
施
業
の
基
準
と
な
る
考
え
方
を
国
と
し
て
示
す
こ
と
。 

四 

未
更
新
地
の
解
消
を
図
る
た
め
、
再
造
林
に
係
る
省
力
化
・
効
率
化
、
苗
木
供
給
量
の
拡
大
、
苗
木
生
産
者
の
支
援
に
係

る
施
策
を
拡
充
す
る
こ
と
。 

五 

森
林
資
源
の
循
環
利
用
の
確
立
に
向
け
、
林
業
労
働
力
の
育
成
・
確
保
に
向
け
た
施
策
の
拡
充
、
賃
金
・
労
働
安
全
対
策

を
は
じ
め
と
す
る
就
業
条
件
改
善
に
向
け
た
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。 

六 

二
千
五
十
年
カ
ー
ボ
ン
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
向
け
て
、
木
材
の
利
用
拡
大
に
よ
る
炭
素
貯
蔵
、
二
酸
化
炭
素
の
排
出
削
減
効

果
を
最
大
化
す
る
た
め
、
本
法
の
措
置
に
加
え
、
Ｃ
Ｌ
Ｔ
や
耐
火
部
材
等
の
活
用
に
よ
り
、
公
共
建
築
物
の
み
な
ら
ず
民
間

の
非
住
宅
建
築
物
の
木
造
化
・
木
質
化
を
進
め
る
と
と
も
に
、
熱
利
用
な
ど
高
効
率
な
木
質
バ
イ
オ
マ
ス
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活

用
を
推
進
す
る
こ
と
。 

七 

国
有
林
野
事
業
に
お
い
て
も
、
国
有
林
の
一
元
的
な
管
理
経
営
の
下
、
再
造
林
、
間
伐
等
の
森
林
整
備
が
着
実
に
推
進
さ



 

 
 

れ
る
よ
う
、
適
正
な
人
員
等
の
確
保
、
人
材
の
育
成
、
技
術
の
継
承
等
に
努
め
る
こ
と
。 

八 

台
風
等
の
自
然
災
害
に
よ
る
森
林
被
害
や
山
地
災
害
が
頻
発
し
て
い
る
現
状
に
鑑
み
、
災
害
か
ら
の
復
旧
を
迅
速
化
し
、

今
後
の
災
害
発
生
を
予
防
す
る
観
点
か
ら
、
間
伐
を
は
じ
め
と
す
る
適
切
な
森
林
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
災
害
発
生

リ
ス
ク
の
増
大
を
踏
ま
え
た
治
山
対
策
を
強
化
す
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 


